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寝屋川市立北小学校の教育活動 

令和７年５月１日現在 

寝屋川市立北小学校 
校長名 

森本 朋美 

住所 寝屋川市寿町57番29号 

〒572-0029 

電 話 072-835-9291 

ＦＡＸ 072-832-2294 

 

学級数、在籍数 

学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 支援 計 

学級数 3 3 3 3 3 3 7 25 

児童数 

男 43 50 51 47 34 50 32 275 

女 39 52 48 54 41 60 13 294 

計 82 102 99 101 75 110 45 569 

 

教育方針 教育目標 

令和７年度経営方針 

 

学校教育目標 

 「こころゆたかなたくましい子 

        ～自信と ほこりと 喜びを～」 

本年度学校経営の重点 

【1】北小がめざす子ども像 

   社会の要請する力の育成を意識した教育（不易と流行を見極めて） 

「常に子どもたちと共にある教育」 

   ＝子どもたちとともに汗をして、その後ろ姿で未来の大人像を示す 

 「どんなときも誰とでも協働できる子」 

  ＝自立した人間として他者と共によりよく生きる・自ら学び考える 

【2】めざす教師像   

 ①服務規律を守り、保護者・地域社会から信頼される教師 

 ②経営方針に基づき、組織の一員として責任感と協調性をもって働く教師 

③自ら向上心を持ち、研究と修養に励む教師 

④授業の中で児童を育てることとのできる教師 
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⑤個々の児童理解にもとづき指導すべきところは指導することのできる教師 

【3】目標とする学校像 

① 学力向上    ・「授業改善」への努力が不断に行われている。 

          ・「授業規律」や「学習習慣」の確立（寝屋川スタンダード）

をめざした指導が行われている。 

          ・学習状況や学力状況データ(次年度に向けて)が令和年６度の

本校結果を上回っていること。 

 ②学校生活の充実 ・すべての教員が「共通認識」をもって生徒指導にあたり「共

通実践」できている。 

          ・「児童の主体性」が育成され、道徳教育やディベート教育に

おける「考える力」が重視されている。 

          ・アンケート調査等により児童に「基本的生活習慣」が確立さ

れていることがデータによって示されている。 

 ③開かれた学校づくり ・学校の様子が、様々な機会、様々なツールで発信されて

いる。 

            ・保護者、地域社会に対し現状理解が促進され、子どもた

ちに対して形を変えて応援、支援しようとする風土が醸

成されている。 

            ・学校運営協議会や保護者アンケートのより学校と保護 

者、地域社会との関係が良好であることがデータによっ 

て示されている。 

【4】基本的な方向性 

①キャリア教育の推進 

   人として「より良く生きる」児童のモデルたり得る教育者として 

   「学び続ける」姿勢を持って教育活動を推進する。 

   全ての教科領域で９年間の系統性を意識して 

       ・人間関係形成能力  ・情報活用力  ・将来設計能力 

       ・意思決定能力   

を高める教育活動の推進 

    ※昨年度のまずは自分自身の反省を生かして工夫改善を行う 

②「変わらないもの・不易」を大切にする 

（教え育てることの使命を意識する） 

 ＊変化の激しい時代：変わること、変えることとともに 

        変わらないこと、変えてはいけないことを見落とさない 

③変えてはいけないもの 

（１）原理・原則 授業の構成  学習のはじまりとおわり 

                発問 
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                机間指導 

                板書 

                授業の中で生徒指導をする 

            「目的や意図」をもって実施されているか   

（２）実践と精進   学ぶ姿勢のない教員からは子どもたちは学ばない 

           実践と精進の繰り返し 

（３）心に寄り添う  子どもはいろいろな気持ちを持ちながら授業をうけている。 

          「よりよくなりたいという種を心に宿している」 

           鋭敏な人権意識を身につける 

           子どもの表面だけでなく、生活背景を含めた児童理解 

           どの子どもとも公平な距離感をもつ 

          （自分にとって都合のよい子どもを育てるところではない） 

 ⇒教育者が教育的根拠をしっかり述べることのできる教育の実施 

 

【5】子どもの学びの姿 

 「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させ 

 「主体的・対話的で深い学び」の実現にむけた授業改善につなげていく 

 

 ★個別最適な学び   子どもが自己調整しながら学習を進めていく 

 ★指導の個別化    子ども一人ひとりの特性、学習進度、学習到達度に応じ教

師は必要に応じた重点的な指導や指導方法、教材等の工夫

を行う 

    ⇒一定の目標を全ての子どもが達成することをめざし、 

                    異なる方法で学習を進める   

 ★学習の個性化  子ども一人ひとりの興味関心、キャリア形成の方向性等に 

応じ、教師は一人ひとりに応じた学習活動や課題に取り組 

む機会の提供を行う 

    ⇒ 異なる目標に向けて、学習を深め、広げる 

★協働的な学び     

子どもの一人ひとりの良い点や可能性を生かし、子ども同士あるいは、地域

の方々をはじめ多様な他者と協働する。 

    ⇒異なる考え方が組み合わさり、よりよい学びを生み出す 

【今後の方向性】 

  ①学校教育の質と多様性、包摂性を高め、教育の機会均等を実現する 

  ②連携、分担による学校マネジメントを実現する 

  ③これまで実践とＩＣＴとの最適な組み合わせを実現する 

  ④履修主義・修得主義等を適切に組み合わせる 

  ⑤社会構造の変化の中で、持続的で魅力ある学校教育を実現する 
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※「二項対立」の陥穽（かんせい）におちいらない 

    どちらの良さも適切に組み合わせて活かしていく 

    ・一斉授業と個別学習 

    ・デジタルとアナログ 

    ・履修主義と修得主義 

    ・遠隔、オンラインと対面、オフライン 

【6】本年度の具体的な取り組み 

 ＝求められている学力を育成するために学習評価の改善と指導の充実 

 ①「主体的に学習に取り組む態度」評価について研究と作成 

   目標設定、目標実現に向けた方略や計画 

   目標に向けた取り組みの評価、修正、改善（自己コントロール） 

   学習成果の自己評価や自己省察 

    ※指導と評価の一体化の徹底 

       国語⇒振り返りノートの作成（新規導入） 

 ②外国語活動、外国語  「内容のまとまりごとの評価規準」の設定 

   単元目標の作成  単元の評価基準の作成 

   指導と評価の計画の作成  授業を行う  観点ごとの総括を行う 

 ③道徳教育 

     道徳教育の充実と評価の充実 「壊れないクラスづくり」 

     道徳ノートの活用、板書写真の蓄積     

     内容項目の理解 カリキュラムの作成 

 ④ＩＣＴ教育 

    活用系統性表の作成 

    情報活用能力の伸長    

    情報モラル教育の充実 

 ⑤学力向上 

  １.基礎・基本の徹底     通級指導教室 

                 放課後学習 

                 家庭学習課題 

                 反復学習 

  ２.国語科（校内研修教科）を中心とした授業研究の充実 

       昨年度の反省をいかす 研究仮説の明確化 

       読む、聞く、書く、話す 

       どんな振り返りならばよいのか（授業の質の向上） 

       作文指導 読書指導（中央図書館）おとどけブックス 

⇒読書ノート 

  ３.ディベート教育 
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      校内全体での系統性の確立 

      ディベートから校内のカリキュラムマネジメントを作成する 

      MIMの充実 

 ４．体力 ・新体力テストに向けて、４月末からの取り組みの実施 

       ・運動会のプランニング（早期に計画）集会と集団活動 

５．生徒指導  学校としての共通理解（全教職員で必ず共有） 

          報告、連絡、相談は迅速に 

          誰が担任になっても困らない、学校組織として統一性のある 

指導 

          委員会活動の活性化  生徒指導提要を読み解く 

          いじめ、虐待対応に強い学校（機動的なケース会議） 

          予防的見地からの取り組みの実施（後追いはしない） 

  ６．特別活動の充実  行事消化で終わらない取り組みの実施 

             どんなときも誰とでも協働できる子  

          子どもたちの自主性という名の下のネグレクト指導 

          良い見本を示さなければ、子どもは学ばない 

          ねらいの明確化 

７．人権教育の充実  さまざまな人権課題を、系統性をもってプランニ 

ングする 

８．支援教育の充実  個に応じた指導（学校全体で対応） 

             通級指導教室について 

             合理的配慮の共通理解 

             ＭＩＭを実施  

毎月検証（アセスメント）し、通級につなげる 

９．危機対応力のある学校（予見・予知能力の高い学校組織） 

        心配事の９割はおこらない、しかし１割はおこる 

        この１割を意識した学校づくり（チームＩＱを高める） 

 ※タブレットの使用の指導徹底 

１０．服務規律の徹底 

  ・教育公務員としての法令の遵守 

  ・公簿の管理と適切な記入  

 １１．働き方改革 

行事の見直し    

  ※働き方改革は「しんどい」ことをやらないことではなく、 

  まず、教員の時間管理を見直すことと、教育的成果にてらして、 

  必要なこととそうでないことを整理することである。 
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特色ある教育活動 

【１】ディベート教育による考える力の育成  

 ①９年間を見通したカリキュラムと年間指導計画に基づいたディベート活動   

②お互いの立場を理解し、多様な考えを認め合える学級ディベートの実施   

③論理的思考や表現力の育成  

【２】ねやがわスタンダードに基づく授業   

①主体的に学ぶ授業、話し合いによる考えを深める授業   

②「あたたかな聞き方・やさしい話し方」「声のものさし」の全学級での取組 

【３】心豊かに望ましい生き方を考える道徳教育  

【４】体育授業毎時間５分間運動の実施による体力向上  

【５】家庭・地域・学校の連携による挨拶運動や見守り活動、福祉体験学習 等 

主な行事（月）                      標準服など（例） 

                            

                             

 

                            

                             

                            

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学式、１年生を迎える会（４月） 

音楽参観、PTA北小祭り（５月） 

修学旅行、プール開き、林間学校（６月） 

運動会（10月） 

６年生を送る会、卒業式（３月） 

標準服 

 学校指定のブレザー 

スラックス、スカート 

くつ 

 運動靴 

かばん 
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日課              授業時間数 

 （時数を記入してください） 

 

校 時 時間帯 

登校 8：15～8：30 

朝学習 8：35～8：50 

１時間目 8：50～9：35 

２時間目 9：40～10：25 

３時間目 10：45～11：30 

４時間目 11：35～12：20 

給食 12：20～13：05 

昼休み 13：05～13：30 

清掃 13：30～13：45 

５時間目 13：50～14：35 

６時間目 14：40～15：40 

終わりの会 15：25～15：40 

委員会 

クラブ 

15：25～15：35 

最終下校 夏季16：30 

冬季16：15 

学年 月 火 水 木 金 計 

１ ５ ５ ５ ５ ５ 25 

２ ５ ６ ５ ５ ５ 26 

３ ５ ６ ５ ６ ６ 28 

４ ６ ６ ５ ６ ６ 29 

５ ６ ６ ５ ６ ６ 29 

６ ６ ６ ５ ６ ６ 29 


